入札説明書

（一般競争入札）

件名

広報ラジオ番組の年間放送委託契約

県民情報広報課

令和８年１月３０日
入札説明書項目

・入札手続きについて

・入札参加者心得

・「入札保証金・契約保証金」についての注意事項

・入札仕様書

・入札書及び記入例

・入札参加条件等確認書及び記入例

・委任状及び記入例

・業務履行証明書及び記入例
・履行確認書（交付願い）
・広報ラジオ番組の年間放送委託に係る契約書（案）

・誓約書
入札手続きについて
　本案件は、令和８年１月３０日公告の「広報ラジオ番組の年間放送委託契約」です。

　入札説明会は行いません。入札参加希望者は、下記事項を熟知のうえ、入札を行ってください。入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議の申し立てはできません。
　提出期限は厳守してください。

１　入札参加条件等について

　　入札参加条件は、公告に記しています。入札参加条件等確認書及び聴取率を証明する資料を提出してください。
　　入札参加条件に適合しない者、入札参加条件等確認書及び聴取率を証明する資料の提出がない者は、入札に参加することができません。

	提出方法
	提出先
	提出期限
	提出様式
	注意事項

	持参

又は
書留郵便
	県民情報
広報課
	2月19日
（木曜日）
午後5時00分

（郵便必着）
	入札参加
条件等確認書
	・入札参加条件等確認書の記入例を参照のこと
・聴取率を証明する資料（様式任意）を添付すること


２　委任状について

　　入札手続きは、入札参加者である事業者の代表者又は競争入札参加資格申請時に提出している委任状に記載された支店長・営業所長等の代理人（以下「代理人」という）に行っていただきますが、委任状を提出することにより、その手続きを受任者に委ねることができます。

	提出方法
	提出先
	提出期限
	提出様式
	注意事項

	持参

又は

書留郵便
	県民情報

広報課
	2月19日

（木曜日）

午後5時00分
（郵便必着）
	委任状
	委任状の記入例を参照のこと


３　入札保証金について

　　入札書を提出される際には、あらかじめ（１）により入札保証金を本県に納付していただきます。ただし、（２）、（３）による場合は、入札保証金が免除されます。
（１）入札保証金を現金又は小切手等により納付する場合

　　　入札保証金は郵送での受け付けをしていません。事前に連絡のうえ、直接持参してください。

　　　納付された入札保証金は、落札者は契約締結後、それ以外の方は入札終了後に還付します。なお、落札者は入札保証金を契約保証金の一部に充当することもできます。
　　　万一、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は本県に帰属します。

	提出方法
	提出先
	提出期限
	提出様式
	注意事項

	持参
	県民情報

広報課
	2月19日

（木曜日）

午後5時00分
	保証金等納付書
	・小切手は銀行が振出又は支払い保証したものに限る
・県民情報広報課にある保証金等納付書に必要事項を記入し、代表者印（又は代理人印、又は受任者印）を押印して納付すること


（２）入札保証金を免除するため、入札保証保険証書を提出する場合

　　　入札保証保険証書とは、保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を提出したときこれを証する書類です。　　　
	提出方法
	提出先
	提出期限
	提出様式
	注意事項

	持参

又は

郵便書留
	県民情報

広報課
	2月19日

（木曜日）

午後5時00分（郵便必着）
	入札保証保険証書
	・郵便書留による場合は、二重封筒とし、内封筒の封皮に氏名（法人名）及び「広報ラジオ番組の年間放送委託契約　入札保証保険証書在中」と記入すること


（３）入札保証金を免除するため、履行証明書を提出する場合

　　　履行証明書とは、過去２年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人を含む）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、２件以上履行したことを証明する書類です。県民情報広報課に契約実績がある場合には、履行証明書に代え、履行確認書（交付願い）を提出してください。
　　ア　本県（県民情報広報課を除く）若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人を含む）の履行証明書を提出する場合

	提出方法
	提出先
	提出期限
	提出様式
	注意事項

	持参

又は

郵便書留
	県民情報

広報課
	2月19日

（木曜日）

午後5時00分（郵便必着）
	履行証明書
	・郵便書留による場合は、二重封筒とし、内封筒の封皮に氏名（法人名）及び「広報ラジオ番組の年間放送委託契約　履行証明書在中」と記入すること


　　イ　県民情報広報課に契約実績があり、履行確認書（交付願い）を提出する場合

	提出方法
	提出先
	提出期限
	提出様式
	注意事項

	持参

又は

郵便書留
	県民情報

広報課
	2月19日

（木曜日）

午後5時00分（郵便必着）
	履行確認書（交付願い）
	・郵便書留による場合は、二重封筒とし、内封筒の封皮に氏名（法人名）及び「広報ラジオ番組の年間放送委託契約　履行確認書（交付願い）在中」と記入すること


４　入札書について

　（１）主な注意事項

· 持参又は郵便書留以外の方法の入札は不可

· 入札書の日付は実際の提出日を記入すること

· 日付がないもの又は日付に記載誤りがあるものは無効となるので十分注意すること

· 委任状を提出する場合は、入札書に受任者の名前と私印を記名押印すること

· 委任状を提出しない場合は、本県に登録している代表者等の名前と登録された印鑑で記名押印すること

· 入札書の書き方及び注意点は、「入札参加者心得」及び「記入例」を参考にすること。特に、￥マークの横の入札金額、記名、押印がないもの、入札金額を訂正したものは無効であるため十分注意すること。入札金額は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかに関わらず、消費税及び地方消費税を含まない額を記載すること

· 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回はすることができない

· 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある

　（２）提出方法等
	提出方法
	提出先
	提出期限
	提出様式
	注意事項

	持参

又は

郵便書留
	県民情報

広報課
	2月19日

（木曜日）

午後5時00分（郵便必着）
	入札書
	・封筒に入れ、封皮に氏名（法人名）及び「広報ラジオ番組の年間放送委託契約　入札書在中」と記入すること

・郵便書留による場合は、二重封筒とすること


５　提出先について

　　福岡県総務部県民情報広報課（県庁北棟８階）

　　〒８１２－８５７７　福岡市博多区東公園７番７号

　　　電話　０９２－６４３－３１０２

　　　ファクス　０９２－６３２－５３３１

６　開札
　（１）主な注意事項

· 本人確認のため、名刺を持参すること
· 委任状が提出されていない受任者は立ち会い不可

· 落札者がない場合は、地方自治法施行令第１６７条の８第４項の規定により、再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札者または代理人のすべてが立ち会っており、そのすべてが同意する場合にあっては直ちにその場で、その他の場合は別に定める日時及び場所において行う。再度の入札を行う場合、１回目の入札で有効な入札書を提出したものだけが２回目の入札に参加できる
　（２）開札の場所等

	開札の場所
	開札日時
	注意事項

	福岡県庁総務部会議室（行政南棟地下１階）
	2月20日

（金曜日）

午前10時00分
	　再度の入札の準備をしておくこと


入札参加者心得
　入札に当たっては、下記事項に十分留意してください。
１．入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。
２．上記の入札に関する事項とは、入札公告、入札説明書、入札仕様書、委託仕様書、契約書案、及び係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。
３．上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、　入札前に係員に対し問い合わせること。
４．入札中は問い合わせ以外の一切の発言を認めないので、静粛に入札を行うこと。
５．県に提出した入札書は、書き換え又は撤回することはできないので、誤算や違算又は見込み違い等のないように十分注意をすること。
６．入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、別紙様式　の委任状を必ず入札前に係員に提出することとし、その確認を受けた後に入札に参加す　ること。また、入札書に押印する印鑑は、委任状に押印した代理人の印鑑を使用するこ　と。
７．入札は、第一回で落札者が決定しない場合で、県において必要があると認めたときは、　直ちに再度の入札を行うことがあること。
　　このとき、次回の入札に参加する意志のないときは、入札書に辞退の旨を記入し、係　員に届け出ること。
８．入札に当たり、不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退　場を命ずること、又は中止することもあること。
９．入札は県の予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は県が提出した契約書に双方が共に押印したときであること。
10．落札者は、直ちに県の指示に従い、契約確定のための事務手続きを進めることについ　て協力すること。
11．入札書は、県の定める様式によるものとし、入札書は、あらかじめ用意しておくこと。
12．入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないように予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとすること。
